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（参考）香川県予算（令和５年度）

新規だけ
でなく、
増設・更
新も可
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２．本協議会の今後の進め方について

 当初、令和４年度末までに坂出港CNP形成計画を策定予定。
 令和４年の港湾法改正により、「CNP形成計画」は、今後「港湾脱炭素化推進計画」

に置き換わるため、本協議会にて現在検討を進めている「CNP形成計画」を、「港
湾脱炭素化推進計画」として策定することとする。

 本協議会は、今回限りとし、次回以降は、「港湾脱炭素化推進協議会」として新たに
発足して開催する。

令和４年度 令和５年度

名称
坂出港カーボンニュートラル
ポート形成協議会

（仮称）
「坂出港港湾脱炭素化推進協議会」

協議会
開催
時期

第１回（R4.9.16）
第２回（R5.2.24）

開催時期：未定

WG
開催
時期

第１回（R4.12.1）
第２回（R5.2.17）

開催時期：未定

（仮称） 「坂出港港湾脱炭素化推進計画」
策定


